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１【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】
　平成25年５月24日に提出いたしました第49期（自　平成24年３月１日　至　平成25年２月28日）有価証券報告書の記載の一部

に誤りがありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。

 

２【訂正事項】
第一部　企業情報

第４　提出会社の状況

６　コーポレート・ガバナンスの状況等

(1）コーポレート・ガバナンスの状況

④　社外取締役及び社外監査役との関係

 

３【訂正箇所】
　訂正箇所は＿＿＿を付して表示しております。

 

第一部【企業情報】
 

第４【提出会社の状況】
 

６【コーポレート・ガバナンスの状況等】

（１）【コーポレート・ガバナンスの状況】

④　社外取締役及び社外監査役との関係

（訂正前）

④　社外取締役及び社外監査役との関係

　当社は、２名の社外取締役及び３名の社外監査役を選任しております。社外取締役及び社外監査役は、それぞれの活

動を通して経営の透明性の向上や健全性の維持に貢献しており、現状の選任状況は、当社の企業統治体制において有

効に機能していると考えております。なお、社外取締役及び社外監査役については、当社との間で重要な利害関係がな

く、一般株主と利益相反の生じるおそれがない独立性を有していると考えております。

　当社は、社外取締役及び社外監査役について、当社外における経験及び専門的知見等を勘案のうえ、候補者を選定し、

取締役会の承認を経て定時株主総会に推薦しております。

　当社と社外取締役、社外監査役との関係は以下のとおりであります。

　取締役新元孝氏は、株式会社フジクラの理事兼メタルケーブル事業部技術部長を兼務しております。なお、当社は株

式会社フジクラとの間に製品販売等の取引関係があります。

　取締役川瀬幸雄氏は、昭和電線ケーブルシステム株式会社のエネルギーシステムユニット電線製造部部長を兼務し

ております。なお、当社は昭和電線ケーブルシステム株式会社との間に製品販売等の取引関係があります。

　監査役戸川隆氏は、昭和電線ホールディングス株式会社の取締役経理統括部長を兼務しております。なお、当社は昭

和電線ホールディングス株式会社との間に取引関係はありませんが、同社は、当社との間に製品販売等の取引関係が

あります昭和電線ケーブルシステム株式会社の親会社であります。

　監査役鈴木延彦氏は、鈴木鋼材株式会社の代表取締役会長を兼務しております。なお、当社は鈴木鋼材株式会社との

間に原材料購入等の取引関係があります。

　監査役澤田知宏氏は、株式会社澤田工業所の代表取締役を兼務しております。なお、当社は株式会社澤田工業所との

間に原材料購入等の取引関係があります。
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（訂正後）

④　社外取締役及び社外監査役

ａ　社外取締役及び社外監査役の機能及び役割等

　当社は、２名の社外取締役及び３名の社外監査役を選任しております。社外取締役及び社外監査役は、法令、財務、

会計、企業統治について、専門的な経験や知識等を活かし、中立的、客観的な見地から経営の監視、監督を行い、それ

ぞれの活動を通して経営の透明性の向上や健全性の維持に貢献しており、コーポレート・ガバナンス体制が十分に

機能しているものと考えております。なお、社外取締役及び社外監査役については、当社との間で重要な利害関係が

なく、一般株主と利益相反の生じるおそれがない独立性を有していると考えております。

　当社は、社外取締役及び社外監査役について、当社外における経験及び専門的知見等を勘案のうえ、候補者を選定

し、取締役会の承認を経て定時株主総会に推薦しております。

ｂ　会社と社外取締役及び社外監査役との利害関係

　当社と社外取締役、社外監査役との関係は以下のとおりであります。

　取締役新元孝氏は、株式会社フジクラの理事兼メタルケーブル事業部技術部長を兼務しております。なお、当社は

株式会社フジクラとの間に製品販売等の取引関係があります。

　取締役川瀬幸雄氏は、昭和電線ケーブルシステム株式会社のエネルギーシステムユニット電線製造部部長を兼務

しております。なお、当社は昭和電線ケーブルシステム株式会社との間に製品販売等の取引関係があります。

　監査役戸川隆氏は、昭和電線ホールディングス株式会社の取締役経理統括部長を兼務しております。なお、当社は

昭和電線ホールディングス株式会社との間に取引関係はありませんが、同社は、当社との間に製品販売等の取引関

係があります昭和電線ケーブルシステム株式会社の親会社であります。

　監査役鈴木延彦氏は、鈴木鋼材株式会社の代表取締役会長を兼務しております。なお、当社は鈴木鋼材株式会社と

の間に原材料購入等の取引関係があります。

　監査役澤田知宏氏は、株式会社澤田工業所の代表取締役を兼務しております。なお、当社は株式会社澤田工業所と

の間に原材料購入等の取引関係があります。

ｃ　社外取締役及び社外監査役と内部監査、監査役監査及び会計監査との連携等

　社外取締役は、主に取締役会における審議を通して取締役の職務執行を監視、監督しており、監査役監査、会計監査

の監査報告や内部統制部門による報告に対して、適宜質問及び助言を行っております。

　社外監査役は、取締役会の審議を通して取締役の職務執行を監視し、監査役会において常勤監査役から監査内容等

の報告や、会計監査人からの監査報告、内部統制部門による報告等を受け、適宜質問や助言を行っております。

ｄ　社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容

　当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するにあたり、独立性に関する基準又は方針は特に設けておりません

が、選任にあたっては、会社法に定める社外性の要件及び大阪証券取引所の独立役員の基準等を参考にしておりま

す。
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